
◎社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する

法律 
（平成一九年六月二七日法律第一〇四号）   

一、提案理由（平成一九年五月八日・参議院厚生労働委員会） 

○国務大臣（柳澤伯夫君） ただいま議題となりました社会保障協定の実施に伴う厚生

年金保険法等の特例等に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明

申し上げます。 

 社会保障協定を実施するに当たりましては、従来から社会保障協定を締結するごとに

厚生年金保険法等の特例等に関する法律を制定してきており、その数は既に七本に達し

ております。これらの特例法は、いずれも医療保険制度及び年金制度の適用並びに年金

を受ける権利を確立するための期間の通算に関する社会保障協定上の規定の実施につき、

国内法の規定との間の調整に関する事項を定めることを主たる内容とするものであり、

その形式及び内容は、おおむね定型化されてきております。 

 このような状況にかんがみ、社会保障協定に係る法制の簡素化及びその的確かつ円滑

な実施を図るため、これまで各国ごとに制定されていた社会保障協定の実施に関する諸

法律を統合するとともに、今後締結する社会保障協定の実施に備えて、公的医療保険各

法及び公的年金各法について必要な特例を一般的に定めることとした次第であります。 

 以下、この法律案の概要について御説明申し上げます。 

 第一は、被保険者の資格に関する特例であります。 

 社会保障協定の相手国から我が国に一時的に派遣された者などは、公的医療保険各法

及び公的年金各法に関し、被保険者としないなどの特例を設けることとしております。 

 第二は、給付の支給要件に関する特例であります。 

 公的年金各法の給付の支給要件について、社会保障協定の相手国の年金制度に加入し

ていた期間を我が国の年金制度に加入していた期間に算入するなどの特例を設けること

としております。 

 第三は、給付の額の計算に関する特例であります。 

 ただいま申し上げました特例により支給要件を満たした場合、我が国の年金制度に加

入した期間に応じた額を支給することとしております。 

 最後に、施行期日でありますが、一部を除き、平成二十年三月三十一日までの間にお

いて政令で定める日としております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 

二、参議院厚生労働委員長報告（平成一九年五月一一日） 

○鶴保庸介君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、社会保障協定に係る法制の簡素化及び社会保障協定の適確かつ円滑な実



施を図るため、我が国が締結した社会保障協定の実施に関する諸法律を統合し、健康保

険法、国民健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法等の特例

その他必要な事項を一般的に定めようとするものであります。 

 委員会におきましては、包括実施特例法とする理由及びその効果、協定の締結を促進

する必要性、労働保険を本法の対象としない理由等について質疑が行われましたが、そ

の詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一九年五月一〇日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一、本法が社会保障制度における二重負担の解消や保険料の掛け捨て防止などを目的と

し、かつ、その推進を図るためには関係団体、関係者の理解が不可欠であることにかん

がみ、特例適用の対象国や制度の内容などについて、事業主、被保険者等に対する広報

活動を積極的に行い、その周知徹底に努めること。 

二、今後、新たに社会保障協定が締結され、本法に基づく特例規定が発動されることに

なる場合には、その協定により特例適用となる内容について、本委員会に対し、速やか

に報告を行うこと。 

 右決議する。 

三、衆議院厚生労働委員長報告（平成一九年六月一九日） 

○櫻田義孝君 ただいま議題となりました両案について、厚生労働委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案について

申し上げます。 

 本案は、社会保障協定の締結促進を図るため、各国ごとに締結した社会保障協定の実

施に関する諸法律を統合し、公的年金各法等について必要な特例を一般的に定めようと

するものであります。 

 本案は、参議院先議に係るもので、去る六月十二日本委員会に付託され、翌十三日柳

澤厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、同日質疑を終局し、十

五日採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第

であります。 

……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 


